(様式第1号)

　

 eq \o\ad(一般競争入札参加申請書,　　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　

　　塩竈市長　佐　藤　　光　樹　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(申請者住所,　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(電話番号,　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

件　　名　 　　令和８～１０年度　資源物選別回収業務委託　　　　　　　　　　　　　
　

令和７年１０月１６日付けで公告のありました、標記業務委託契約に係る一般競争入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。

　なお、本申請書及び添付書類のすべての内容については、事実と相違ないことを誓約致します。

記
1． 一般競争入札参加申請書 (様式第１号)
2． 一般廃棄物処理施設における技術管理者に関する調書（様式第3号）
· 指名競争入札参加申請時に、支店長等に入札･契約等に関する権限を委任している場合は、受任者名で申請して下さい。

· 添付書類は公告で参加資格として記載しているもののみ添付して下さい。

(様式第3号)

一般廃棄物処理施設における技術管理者に関する調書

	配置予定の技術管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　生(　　才)

	塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条の該当号
（※各項の詳細は次項参照）
	第１３条(   )

	経　　　歴　　　等　
	最 終 学 歴
	　学 校 名：
　修了課程：

	
	保 有 資 格
	

	
	実　務　経　歴
	年　月
	経　　　歴

	
	
	
	


· 塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条各号のどの条件を満たすのか確認できる内容を記入して下さい。
· 実務経歴欄が枠内に収まらない場合は、“別紙参照”と記入の上、任意様式で作成の上添付すること
· 保有資格を記載した場合はその資格証の写しを添付すること
上記内容は事実に相違ないことを誓約します。
　　　年　　　月　　　日

商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
◎塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（第13条）
(一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格)

第13条　法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1)　技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2)　技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3)　2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4)　学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5)　学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6)　学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7)　学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8)　学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9)　学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10)　10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11)　前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

質　　　問　　　書
　　年　　月　　日

件　名： 

　　　　　　　　　　　　　
	会社名
	

	ＴＥＬ
	

	ＦＡＸ
	

	担当者
	


＜質問内容＞
